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第２章 水防組織 

第１節 水防本部の組織と機構 

１ 水防本部の組織及び所轄事務 

岡崎市水防本部は岡崎市災害対策本部が設置されるまでの組織として、水防活動に特に関係の深い部課で編 

成し、水防業務の統括にあたる。 

各部課の所轄事務細分については、岡崎市災害対策本部活動要領の定めるところによる。 

 

第２節 水防施設 

１ 水防倉庫 

水防倉庫の位置及び水防資器材の備蓄状況は資料のとおりである。……〔資料３〕・〔付図１〕 

２ 緊急用土砂備蓄箇所 

緊急用土砂備蓄箇所の位置及び備蓄状況は資料のとおりである。……〔資料４〕 

３ 水防詰所 

水防詰所の位置等は資料のとおりである。……〔資料５〕 

４ 救出用資器材及び水防用ポンプ 

救出用資器材及び水防用ポンプは資料のとおりである。……〔資料６・７〕 

 

第３節 通信連絡 

１ 計画方針 

水防活動の根源である災害時の通信情報連絡手段は、原則的には有線通信設備によるものとするが、大災害 

時等における有線の途絶を考慮し、無線通信手段の活用を図るため、無線通信設備が設置してある施設につい 

ては、有線通信及び無線通信を併用していくものとする。 

２ 水防時における通信連絡及び警報伝達 

水防時における通信連絡及び警報伝達については、「岡崎市地域防災計画」の定めるところによる。 

……〔資料８〕 


